
管理技術者等の資格要件について

管理技術者 ※1

主任担当技術者 ※2

協力者

■電気・機械設備を再委託する場合  →  8年以上の実務経験

■建築を再委託する場合  →  8年以上の実務経験

■建築（総合）→  8年以上の実務経験

■建築（構造）→  8年以上の実務経験

■電気設備  →  8年以上の実務経験

■機械設備  →  8年以上の実務経験

※1　管理技術者は、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他法人である場合にあっては当該法人に所属するものを配置しなければならない。

※2　主任担当技術者は、受注者が会社その他法人である場合にあっては当該法人に所属するものを配置しなければならない。

・平成27年4月1日～令和6年3月31日までの間に、同種業務または類似業務について管理技術者という立場で実績があること

・一級建築士、設備設計一級建築士または建築設備士のいずれかの資格を有すること

■以下の全ての要件を満たす必要があります

・8年以上の実務経験

兼務可能

兼務可能

兼務可能


